
ヨーロッパ・英国への出荷をより効率的に
より迅速でコンプライアンスに準拠した出荷の実践ガイド

EUおよび英国への発送では、2つの異なる規制枠組みに対応する必要があります。EUの関税規則は統一されていますが、各加盟国*
のローカルコンプライアンス要件により、書類手続きや付加価値税（VAT）の要件は国ごとに異なる場合があります。
一方、英国ではブレグジット後、VAT、経済事業者登録識別番号（EORI）登録、製品コンプライアンスに関してEUとは別個の規制
が適用されています。そのため、EU向け出荷とは異なるアプローチが求められます。

些細な書類不備―たとえばVAT情報の記載漏れや、コマーシャル・インボイスの記入ミス―であっても、通関保留や通関遅延、不
要なトラブルの原因となる可能性があります。
本ガイドでは、特に重要となる書類、事前準備のステップ、そして押さえておくべき通関用語を解説します。これにより、お客様
が手続きを円滑化し、遅延を回避し、EUおよび英国の顧客によりスムーズな配送体験を提供できるよう支援します。

国・地域別の要件については、こちらをご参照ください。

円滑かつ迅速な通関手続きのため、必要な出荷情報をすべて準備し、提供してください。

お客様にとって重要なポイント

輸出者および輸入者の詳細情報 商品の詳細

HSコード（Harmonized Tariff Code）

原産国（COO）

単位

支払条件

商品の数量

単価

合計金額

合計請求金額および支払通貨

インコターム

EORI番号

VAT番号またはIOSS番号

会社名、担当者名、住所、電話番号、メ
ールアドレスを含みます。

各商品には明確かつ正確な説明を記載する必要が
あり、「スペアパーツ」などの一般的な表現だけで
は不十分です。

詳細なガイダンスは、EU向け輸入はこちら、英国
向け輸入はこちらをご参照ください。

各商品について製造国を明記します。

各商品ごと（例：個数、パック数）に記載しま
す。

支払方法・支払日、割引などの条件

税関が荷送人を特定し、貨物の動きを追跡で
きるようにするため提供してください。

💡

💡

💡

VATはEU・英国での消費税であり、すべての
輸入に適用されます。

IOSSを利用して、チェックアウト時にVATを徴
収し、通関を迅速化し、顧客への追加費用を防
ぎます。

EU加盟国向けの出荷では、通常、輸入者の
EORI番号を使用してください。アジア太平洋地
域の荷送人は、通関申告を自ら行う場合のみ
EU EORI番号が必要です。
英国向けの出荷では、輸入者は「GB」で始ま
るUK EORI番号を保有しています。

IOSSを利用しないVATの場合、VATおよび適
用される手数料は、配送時に輸入者が支払う
こと。EUはこちら、UKはこちらからガイダ
ンスを参照してください。

EUへのB2C輸入（150ユーロ以下）にはIOSS
の利用を推奨すること。詳細はこちらからEU
IOSSガイダンスを参照してください。
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*EU加盟国にはつぎの国が含まれます：オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、
フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、

スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン

出荷準備チェックリスト

https://www.ups.com/ga/CountryRegs?loc=en_GB
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バー（UPS発行）
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インボイスナンバー

（該当する場合）
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ヨーロッパおよび英国向け出荷のための
コマーシャルインボイスガイド

より迅速かつ効率的な通関のために、以下の手順に従って輸出用コマーシャルインボイスを作成してください。

A | FROM

D | SOLD TO (IOR)

B | SHIPMENT DETAILS

C | SHIP TO
(最終受取⼈)

荷送人の氏名、住所（郵便番号および国・地域を含

む）、メールアドレス、電話番号

IOSS番号およびEORI番号

氏名、住所（郵便番号および国・地域を含む）、メール

アドレス、電話番号

VAT／税番号およびEORI番号

受取人の氏名、住所（郵便番号および国を含

む）、メールアドレス、電話番号

VAT／税番号およびEORI番号

PO番号（該当する場合）

販売条件（インコターム）

請求条件（適用される費用の

支払者を明記）

輸出理由

荷物の受取人が関税や税金を支払わない場合は、実際に支払

う方の情報を「Sold To」欄に記載してください。これによ

り、その方がインボイス上でIOR（Importer of Record）と

なり、受取人に追加費用が請求されません。



F

G

インボイス合計 – 梱包

を除いたすべての内容

物の合計金額

割引

インボイス小計 – 割引

やリベート適用後の合

計金額

輸送費 – 輸送にかかる

費用

保険料

E | PACKAGE DETAILS

G | DECLARATION STATEMENT

H | FINAL COST / VALUE 
INFORMATION

F | ADDITIONAL COMMENTS

単位 – 商品の数量

測定単位（U/M）

商品の説明 – 各商品が何であるか、どの素材

で作られているか、用途を明確に記載

Harmonized Tariff Codes（HSコード） – 関

税率、輸入付加価値税（VAT）、各種税金を

算定するために使用され、また特恵関税率が

適用可能かどうかを判断するために用いられ

ます。

原産国(COO) – 商品が製造または組み立てられた国・地域。

一般的に、輸入前に別の国・地域で行われた作業や素材の追

加は、その国・地域を原産国とみなすために、商品を実質的

に変化させる必要があります。具体的には、商品の性質、名

称、用途が変更される場合です。

単価 – 各商品1点あたりの価額*

合計金額 – すべての商品を合計した価額*

申告文 – 輸出ライセンスが必要な商品や、ラ

イセンス例外に該当する商品（例：DDS番

号）については、インボイスに記載が必要な

場合あり

出荷者の役職および署名

申告日

その他、参考となる情報

その他の費用

インボイス総額 – すべて

の割引適用後および追加

費用加算後の最終合計

総梱包数

総重量

通貨コード

ポイント：あいまいで具体性のない表現は避

け、出荷の拒否や遅延を防ぎましょう。

ポイント：ICS2規制を遵守するため、発送する

各商品ごとにHSコードを記載してください。

ポイント：商品の原産国を正しく申告することは非常に重要です。

特に、現在の貿易環境では、特定の関税が原産国に基づいて適用さ

れる場合があるためです。

*記載した価額の通貨を明記してください。（例：USD、GBP、

EUR）
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ヨーロッパおよび英国向け配送に関する
通関業務用語集

各用語の意味を把握することで、書類作成をスムーズに進め、EUおよび英国の通関手続きを安心して行うことができます。

経済事業者登録・識別番号（EORI番号）

輸入ワンストップショップ（IOSS）番号

輸入者（インポーター・オブ・レコード：IOR）

それは何ですか？

それは何ですか？

それは何ですか？

いつ必要ですか？

いつ必要ですか？

いつ必要ですか？

申請方法

申請方法

申請方法

なぜIOSSを利用するのか？

EUおよび英国の税関当局が、輸出入に関わる事業者を識別す

るために使用する一意の識別番号です。

EU向けB2C（消費者向け）輸入で150ユーロ以下の商品に対す

るVAT（付加価値税）を、販売者が簡単に徴収・申告できる一

意のVAT識別番号です。

輸入者（IOR）とは、通関に必要なすべての申告書類の作成、

関税の支払い、その他の輸入義務について法的に責任を負う

事業者または個人のことです。EUおよび英国では、IORはEU

の税関管轄内に拠点を置く法的実体である必要があります。

EUおよび英国では、輸入・輸出・通過を問わず、すべての

通関手続きにおいてEORI番号の提示が必須です。

150ユーロまでのB2C（消費者向け）電子商取引輸入の

場合。

 出荷時に、UPSにIOSS登録番号を提供してください。

EUおよび英国向けのすべての出荷で必須です。APAC（ア

ジア太平洋地域）の輸出者には、以下の選択肢がありま

す：

EUまたは英国に法人を持ち、EORIおよびVAT番号を保

有している場合：その法人をIORとして指定できます。

現地法人を持たない場合：受取人をIORとして指定する

か、EUまたは英国に拠点を持つ第三者代理人にIORと

しての役割を委託できます。

EU拠点の事業者：各EU加盟国の税関または税務当局を通じて

申請します。

英国拠点の事業者：gov.uk のオンラインフォームから申請しま

す。

北アイルランド：既にEU EORIを保有していない場合は、別

途EORIが必要になることがあります。

EU拠点の事業者：こちらからIOSS登録番号を申請してくだ

さい。

EU圏外の事業者：EU内に拠点を持つ代理人を通じて、IOSS

番号の登録およびVATの申告・納付を代行してもらってくだ

さい。

EUまたは英国でIORとして行動するには、次の要件を満た

す必要があります：

有効なEORI番号を保有していること

現地のVAT番号（該当するEU加盟国または英国の税務

当局によって発行されたもの）を保有していること

EU圏外の事業者：通関手続きを行うEU加盟国のいずれかで

EORIを申請するか、EU内の代理人に代行申請を依頼します。

IOSS番号を利用すると、購入時にVATを徴収し、EUの単一

の税務当局を通じて納付できます。これにより、出荷はす

でにVATが支払われた扱いとなり、通関が迅速化され、顧

客に予期せぬVAT請求が発生することもありません。
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ヨーロッパおよび英国向け配送に関する
通関業務用語集

各用語の意味を把握することで、書類作成をスムーズに進め、EUおよび英国の通関手続きを安心して行うことができます。

Import Control System 2 (ICS2)

CBAM（炭素国境調整メカニズム）

DDS（デューデリジェンス 宣言書）参照番号

それは何ですか？

それは何ですか？

それは何ですか？

いつ必要ですか？

いつ必要ですか？

いつ必要ですか？

法令遵守のための必要事項

輸入者から取得すべき情報

申請方法

ICS2は、EUの事前到着セキュリティシステムであり、貨物が

EU税関管轄に入る前に、安全性およびセキュリティリスクを

評価するために、事前の電子出荷データの提供を求めます。

CBAM（炭素国境調整メカニズム）は、EUの気候政策で、特

定の高炭素製品のEUへの輸入に炭素価格を適用し、炭素の漏

出を防ぐことを目的としています。輸入者は、認可された

CBAM申告者として登録する必要があり、CBAM登録番号が発

行されます。なお、英国は2027年1月1日から独自のCBAM制

度を導入する予定で、EUの制度とは別になります。

EU森林破壊防止規則（EUDR）に基づき、規制対象商品をEU

市場に投入、提供、またはEUから輸出する前に、その商品が

森林破壊フリーであることを確認・申告するための番号で

す。

EU：ノルウェーやスイスを含む、EUに入る、またはEUを経

由するすべての出荷で必要です。

英国：英国本土（イングランド、スコットランド、ウェール

ズ）ではほとんど適用されません。ただし、北アイルランド

向けまたは北アイルランドを経由する出荷は、EUのICS2デ

ータ要件に準拠する必要があります。

完全な財務遵守開始日：2026年1月1日

対象：EU向けの高炭素排出輸入品（鉄鋼、鉄、アルミニウ

ム、セメント、肥料、電力、そして水素を含む）

免除対象：年間50トン未満のCBAM対象品（ただし水素と電

力は除く）およびEU ETS加盟国（アイスランド、リヒテン

シュタイン、ノルウェー、スイス）からの輸入品

EUDR規制対象商品とその派生製品を含む出荷について　　

対象には、パーム油、牛肉（家畜）、大豆、コーヒー、ココ

ア、木材、ゴムなどの一次商品のほか、タイヤ、牛肉製品、

家具、チョコレートなどの派生製品も含まれます。　　

中規模・大規模事業者および取引業者は、2026年12月30日

から、小規模・マイクロ法人は、2027年6月30日から適用さ

れます。

各商品の最低6桁のHSコード：UPS.comで、商品の説明に基づ

きAIによるHSコードの候補が提案されます。

EUの受取人のEORI番号（該当する場合）

毎年5月31日までに、前年に輸入したCBAM対象商品の数量お

よび内包排出量を年次報告すること。

純排出コストに相当するCBAM証書を購入し、提出（償却）

すること。

商品がEUの国境に到着する前に、EU情報システムを通じて

DDSを提出すること。

明確かつ正確な商品内容（品名・素材・用途を含む）

CBAMが適用される場合、出荷作成時に有効なCBAM登録番

号を提供すること。

規制対象商品について、通関手続きの支援のため、通関申

告書にDDS参照番号を記載すること。
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